
かべ新聞
職場に自衛隊の「規律・規範」など必要ない！

4/28 緊急申入れ
東交両社員の「自衛隊への体験入隊」は中止せよ！

組合員の皆さん！ そして他労組組合員の皆さん！
私たちＪＲ東海労新幹線地本から幹鉄事への問い合わせで、東京

交番検査車両所の社員５名（管理者１名、社員４名）が５月 17 日

から 19 日まで『自衛隊への体験入隊』を行うことが明らかとなり

ました。

今回の自衛隊への体験入隊は「東京交番検査車両所の『規律・規

範プロジェクト』で行う」との事です。また、「参加者の人選はプロ

ジェクトのメンバーとメンバー以外で会社が人選した社員である。」

との返答です。

さらに、勤務認証は「出張扱い」「自衛隊の体験入隊は、企業訪問

の一環で規律・規範について学ぶためである。」「決めたのは東京交

番検査車両所のプロジェクトである。」「規律・規範や事故防止のた

めに良いものは取り入れていく。」との返答でした。

自衛隊法によって、いわば「命令と服従」がルール化されている

自衛隊の「規律・規範」は必要ありません！

私たちは、さらなる「命令と服従」「規律と忠誠心」強要での社員

管理や『自衛隊への体験入隊』の取組みが、他職場へも拡大されて

は迷惑です！

今回の『体験入隊中止』を求めて緊急申入れを行いました。

「命令と服従」「規律と忠誠心」の強要で安全は守れない！
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